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道路事業者からのお願い
３．プローブ情報の収集
(1)  道路管理者は、道路管理者が管理するITSスポット※1によって、プローブ 

情報を収集する場合があります。
(2)  ETC2.0対応カーナビと連動するETC2.0車載器の利用者は、設定により、

１．(1)で示す情報のうちカーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、
急な車両の動きの履歴について、道路管理者への提供の可否を選択すること
ができる場合があります。※６※7選択の方法はETC2.0車載器及びETC2.0対
応カーナビの取扱説明書をご覧下さい。

※６：  カーナビゲーションに関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履
歴を提供する機能の無いカーナビゲーションは該当しません。

※7：   ETC2.0対応カーナビと連動せず単独でプローブ情報を記録できる
ETC2.0車載器の利用者は、設定により道路管理者への(2)で示す情報の
提供を拒否する選択は行えません。

(3)  ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビ利用者は、カーナビゲーションに
関する情報、走行位置の履歴、急な車両の動きの履歴を提供することで、これ
を利用した様々な追加サービスの提供を受けられる場合があります。

４．プローブ情報の第三者への提供
(1)  道路管理者は、２．(1)の目的のため、プローブ情報を統計的に処理した情報

を、他の情報提供主体、大学等の研究機関、その他第三者に提供する場合があ
ります。

(2)  道路管理者は、ETC2.0車載器及びETC2.0対応カーナビ、ITSスポット等
の関係設備について、障害発生時の対応や、これらの研究・開発の目的のため、
プローブ情報又はこれを統計的に処理した情報を、製造・開発メーカーに提
供する場合があります。

(3)  道路管理者は、(1)及び(2)以外でプローブ情報を第三者に提供しません。

５．プローブ情報の取り扱い
(1)  道路管理者は、プローブ情報を安全に管理し、情報の漏えい等の防止に努め

ます。
(2)  道路管理者は、プローブ情報が不要となった時点で、当該プローブ情報を消

去します。
(3)  道路管理者は、プローブ情報の提供先における情報の安全管理について、提

供先を適切に指導します。

６．問い合わせ先
国土交通省 道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室 

03-5253-8111(代)

東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、
首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、
名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社、広島高速道路公社

お問合せ一覧

●	ETCのご利用に関して
東日本高速道路株式会社
    NEXCO東日本お客さまセンター     0570-024024
   （PHS・IP電話のお客さまは      03-5338-7524）
    受付時間／24時間（年中無休）

中日本高速道路株式会社
    NEXCO中日本お客さまセンター     0120-922-229
   （フリーダイヤルがご利用できないお客さまは  052-223-0333）
    受付時間／24時間（年中無休）

西日本高速道路株式会社
    NEXCO西日本お客さまセンター     0120-924863
   （フリーダイヤルがご利用できないお客さまは  06-6876-9031）
    受付時間／24時間（年中無休）

本州四国連絡高速道路株式会社
    本四高速お客さま窓口        078-291-1033
    受付時間／9：00〜17：30

首都高速道路株式会社
    首都高ETCコールセンター      03-6667-5859
    受付時間／9：00〜18：00（年中無休）

阪神高速道路株式会社
    阪神高速お客さまセンター      06-6576-1484
    受付時間／月〜金　8：30〜19：00
   （土日・祝日・年末年始は、9：00〜18：00）

●	ETCカードおよび請求金額に関して
    お手持ちのETC カード発行元にご確認ください。

●	車載器に関して
     車載器の購入先、または取扱説明書に記載されている連絡先にお問い合わせ

ください。

●	セットアップに関して
    一般財団法人　ITSサービス高度化機構(ITS-TEA)
    ETCお問い合せ窓口        03-5216-3856
    受付時間／月〜金　9：00〜18：00（土日・祝日・年末年始を除く）
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